
静 県 薬 第 1 4 1 号 

令和６年５月 24 日 

 

各地域薬剤師会会長   様 

 

公益社団法人静岡県薬剤師会 

会長 岡 田 国 一 

 

疑義解釈資料の送付について（その５） 
 

標題の件について、日本薬剤師会から別添写（令和６年５月 21 日付け日薬業発第 78 号）

のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。 

 つきましては、貴会会員にご周知くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、本通知は、近日中に当会ホームページの会員専用サイトに掲載予定のほか、以下 URL

からも閲覧が可能ですので申し添えます。 

  

※添付：令和６年５月 20 日付け日薬業発第 77 号「令和５年度薬剤師の資質向上等に資す

る研修事業（感染対策に関する指針、研修プログラム）の報告書の送付並びに感染対策に

関する研修の実施について」（別添省略） 

 

 

 

 

○「令和６年度診療報酬改定について」 

 厚生労働省ホームページ＞政策について> 分野別の政策一覧> 健康・医療> 医療保険 

> 令和６年度診療報酬改定について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html 

 

 

 

 

 

担当：静岡県薬剤師会事務局業務スタッフ；鈴木 

電話：054-203-2023／FAX：054-203-2028 

E-mail：syokunou@shizuyaku.or.jp 

 



 

日 薬 業 発 第 7 8 号 

令和６年５月 21 日 

都道府県薬剤師会 担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副 会 長  森  昌 平 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その５） 

 

 

標記について、厚生労働省保険局医療課から別添のとおり連絡がありました

のでお知らせいたします。   

疑義解釈資料につきましては、令和６年５月 14 日付け日薬業発第 65 号（そ

の４）にてお知らせしたところですが、今般、別添のとおり追加の疑義解釈が

示されました。取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員へご周知ください

ますよう宜しくお願い申し上げます。 

なお、問２の（答）に示されている、厚生労働省の事業により本会が作成し

た薬局における新興感染症への対応を含めた感染対策に係る研修プログラムや

研修資材等については、令和６年５月 20 日付け、日薬業発第 77 号でお知らせ

したところです。 

これら資料につきましては、以下の URL から閲覧が可能なほか、本会ホーム

ページにも後日掲載予定であることを申し添えます。 

 

 

〇「令和６年度診療報酬改定について」 

厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 

> 医療保険 > 令和６年度診療報酬改定について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html 
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事 務 連 絡 

令和６年５月 17 日 

 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その５） 

 

 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主

管部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期

高齢者医療主管課(部)あて連絡しましたので、別添団体各位におかれましても、

関係者に対し周知を図られますよう協力方お願いいたします。 
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事  務  連  絡 

令和６年５月 17 日 

 

 

地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）      御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その５） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する告示（令和６年厚生労働省告示第 57 号）等につ

いては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和６年３

月５日保医発 0305 第４号）等により、令和６年６月１日より実施することとしていると

ころであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添１から別添３までのとおり取

りまとめたので、本事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。 



（別添２） 

調－1 

 

調剤報酬点数表関係 

 

【連携強化加算、医療ＤＸ推進体制整備加算】 

問１ 連携強化加算及び医療ＤＸ推進体制整備加算の施設基準として、「サイ

バー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行

うこと」とされており、「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェッ

クリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト

マニュアル～薬局・事業者向け～」を活用することとされているが、これ

らの資料が更新された場合には、いつまでに、その内容を踏まえて当該体

制を見直すことが必要か。 

（答）医療情報システムを取り巻く環境は刻一刻と変動していくものであり、セ

キュリティに関する内容も、最新のガイドライン、チェックリスト等を活用

し、適切な対応を行う必要があることから、関係するガイドライン等が更新

された場合には、速やかに対応する必要がある。 

なお、現時点においては、「令和６年度版「薬局におけるサイバーセキュ

リティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策

チェックリストマニュアル～薬局・事業者向け～」について」（令和６年５

月 13 日付け医政参発 0513 第９号・医薬総発 0513 第２号医政局特定医薬品

開発支援・医療情報担当参事官・医薬局総務課長通知）の別添１及び別添２

が最新の資料となるが、厚生労働省のホームページに医療情報システムの

安全管理に関するガイドラインに関する最新の情報が掲載されているので、

適宜参照されたい。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html 

 

【連携強化加算】 

問２ 連携強化加算に関する施設基準において、保険薬局の保険薬剤師が年１

回以上、感染症に係る最新の科学的知見に基づいた適切な知識を習得する

ことを目的とした研修及び新型インフルエンザ等感染症等に係る医療の

提供に当たっての訓練を受けることとされているが、当該加算の届出まで  

にこれらの研修及び訓練を受けていなければならないのか。 

（答）届出までに当該研修及び当該訓練を受けていなくても差し支えないが、当

該加算で求められることに対応する前提となるため、できる限り速やかに

実施すること。また、保険薬局の保険薬剤師が年１回以上、必要な研修及び

訓練を受けることができるよう、あらかじめ計画を策定し、確実に実施する

ことも必要である。 

なお、厚生労働省の事業により、公益社団法人日本薬剤師会が薬局におけ



調－2 

 

る新興感染症への対応を含めた感染対策に係る研修プログラムや研修資材

等の作成を行ったところであり、準備が整い次第厚生労働省のホームペー

ジに掲載される予定である。 



日 薬 業 発 第 7 7 号 

令 和 ６ 年 ５ 月 20 日 
 

都道府県薬剤師会担当役員 殿 

 
 

日 本 薬 剤 師 会 

会長 山 本 信 夫 
 

令和５年度薬剤師の資質向上等に資する研修事業（感染対策に関する指針、研

修プログラム）の報告書の送付並びに感染対策に関する研修の実施について 

 

平素より本会会務に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
令和５年度に実施した厚生労働省「令和５年度薬剤師の資質向上等に資する

研修事業」につきまして、試行的オンライン研修（令和６年１月 29 日開催）へ

のご参加、アンケートへのご協力等、事業の実施にあたりご高配を賜りました

こと、厚く御礼申し上げます。今般、同事業の報告書をとりまとめましたので

お知らせいたします（別添）。同報告書には、事業で作成した感染対策に関す

る指針、研修プログラム、研修資材等も含まれています。 
同事業で作成した研修プログラム及び研修資材を活用した動画コンテンツに

ついては、「日本薬剤師会研修プラットフォーム」上での公開を予定しており、

都道府県薬剤師会において研修を実施できる体制の整備の準備を進めていると

ころです。研修プラットフォームでの公開については、準備が整い次第、改め

てご案内いたします。また、標記事業で作成した感染対策に関する指針等につ

いては、研修プラットフォームでの公開時期にあわせて、本会ホームページへ

の掲載を予定しております。 
感染対策に関する研修につきましては、感染症法に基づく医療措置協定を締

結した薬局において年１回以上の研修等の実施が求められていることからも、

各都道府県との連携の上、必要な研修体制の構築についてご準備方よろしくお

願い申し上げます。 
なお、本報告書につきましては、６月上旬を目途に別途、印刷・製本した冊

子を各５部、都道府県薬剤師会宛てにお送りさせていただく予定であることを

申し添えます。 
 
別添：令和５年度薬剤師の資質向上等に資する研修事業 報告書 
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